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審決 

 

不服２０１８－１３８３７ 

 

 愛知県北名古屋市沖村西ノ川１番地 

 請求人 株式会社大一商会 

 

 （省略） 

 代理人弁理士古田 広人 

 

 （省略） 

 代理人弁理士今崎 一司 

 

 

 特願２０１６－２２４９７５号「遊技機」拒絶査定不服審判事件〔平成３０

年５月２４日出願公開、特開２０１８－７９２０６号〕について、次のとおり

審決する。 

 

 結論 

 本件審判の請求は、成り立たない。 

 

 理由 

第１ 手続の経緯  

 本願は、平成２８年１１月１８日の出願であって、平成２９年１０月２７日

付けの拒絶理由通知に対し、同年１２月２５日に意見書及び手続補正書が提出

され、平成３０年３月２６日付けの最後の拒絶理由通知に対し、同年５月１４

日に意見書及び手続補正書が提出されたところ、同年７月３１日付けで同年５

月１４日にされた手続補正を却下するとともに、拒絶査定（以下、「原査定」

という。）がなされ、これに対して、同年１０月１８日に拒絶査定不服審判の

請求がなされると同時に手続補正（以下、「本件補正」という。）がなされた

ものである。  

 

第２ 本件補正についての補正の却下の決定  

［補正の却下の決定の結論］  

 本件補正を却下する。  

［理由］  

１．本件補正の概要  

 本件補正は、特許請求の範囲の請求項１において、「特定実装領域」に「実

装」される「特定の電子部品」に係る事項及び「特定実装領域」に「形成」さ

れる「特定印刷部」に係る事項を補正することを主旨とするものであり、本件

補正前と本件補正後の特許請求の範囲の請求項１の記載はそれぞれ、以下のと

おりである（下線部は、補正箇所を示す。）。  
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（本件補正前：平成２９年１２月２５日にされた手続補正）  

「【請求項１】  

 複数の電子部品を実装した基板を備える遊技機において、 

 前記基板の実装面には、前記複数の電子部品のうちの特定の電子部品が実装

される特定実装領域と、前記複数の電子部品のうちの前記特定の電子部品とは

異なる電子部品が実装される別実装領域と、が形成され、 

 前記特定実装領域には、前記特定の電子部品を示す特定印刷部が形成され、

該特定印刷部の少なくとも一部と重なるように前記特定の電子部品が実装され

る、 

 ことを特徴とする遊技機。」  

 

（本件補正後：平成３０年１０月１８日にされた手続補正）  

「【請求項１】  

 複数の電子部品を実装した基板を備える遊技機において、 

 前記基板の実装面には、前記複数の電子部品のうちの特定の電子部品が実装

される特定実装領域と、前記複数の電子部品のうちの前記特定の電子部品とは

異なる電子部品が実装される別実装領域と、が形成され、 

 前記特定実装領域には、前記特定の電子部品を示す特定印刷部が形成される

と共に、該特定印刷部の少なくとも一部と重なり且つ前記基板の実装面との間

に空間を有するように前記特定の電子部品が実装され、 

 前記特定印刷部は前記空間を通して視認可能とされる 

 ことを特徴とする遊技機。」  

 

２．補正の適否  

（以下では、本件補正後や本件補正前を単にそれぞれ「補正後」や「補正前」

ともいう。）  

（１）補正後の請求項１は、補正前の請求項１に記載された発明特定事項であ

る「特定実装領域」において、「前記特定の電子部品を示す特定印刷部が形成

されると共に、該特定印刷部の少なくとも一部と重なり且つ前記基板の実装面

との間に空間を有するように前記特定の電子部品が実装され」と特定すること

により、補正前の請求項１に記載の上記「特定実装領域」に「実装」される

「特定の電子部品」の実装態様を限定するものである。  

（２）補正後の請求項１は、補正前の請求項１に記載された発明特定事項であ

る、「特定実装領域」に「形成」される「特定印刷部」について、「特定印刷

部は前記空間を通して視認可能とされる」と特定することにより、補正前の請

求項１に記載の上記「特定印刷部」の特徴を限定するものである。 

 

 そして、補正前の請求項１に記載された発明と、補正後の請求項１に記載さ

れる発明とは、産業上の利用分野及び解決しようとする課題が同一であるので、

本件補正は、特許法第１７条の２第５項第２号に規定する「特許請求の範囲の

減縮」を目的とするものに該当する。  

 また、本件補正は、願書に最初に添付された明細書の段落【１０７７】～ 
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【１０８９】、図面【図１４０】～【図１４２】の記載に基づいており、いわ

ゆる新規事項を追加するものではないから、特許法第１７条の２第３項に規定

する要件を満たす。  

 

３．独立特許要件  

 そこで、本件補正後における請求項１に記載されている事項により特定され

る発明（以下、「本件補正発明」という。）が特許出願の際独立して特許を受

けることができるものであるか否か、すなわち、特許法第１７条の２第６項に

おいて準用する同法第１２６条第７項の規定に適合するか否か、について以下

検討する。  

 

（１）本件補正発明  

 本件補正発明は、上記「１．本件補正の概要」において示した次に特定され

るとおりのものである。 

（Ａ～Ｅについては、発明特定事項を分説するため当審で付した。）  

「Ａ 複数の電子部品を実装した基板を備える遊技機において、 

Ｂ 前記基板の実装面には、前記複数の電子部品のうちの特定の電子部品が実

装される特定実装領域と、前記複数の電子部品のうちの前記特定の電子部品と

は異なる電子部品が実装される別実装領域と、が形成され、 

Ｃ 前記特定実装領域には、前記特定の電子部品を示す特定印刷部が形成され

ると共に、該特定印刷部の少なくとも一部と重なり且つ前記基板の実装面との

間に空間を有するように前記特定の電子部品が実装され、 

Ｄ 前記特定印刷部は前記空間を通して視認可能とされる 

Ｅ ことを特徴とする遊技機。」  

  

（２）刊行物に記載された事項 

（２－１）刊行物１  

 平成３０年７月３１日付けでされた補正の却下の決定において引用され、本

願の出願前に頒布された刊行物である特開平１０―１９０１７２号公報（以下、

「刊行物１」という。）には、図面とともに次の事項が記載されている（下線

は当審で付した。）。  

 

 ア 「【０００１】 

【発明の属する技術分野】本発明は、電子機器回路を構成するプリント配線板

のシルク印刷表示構造に関するものである。 

【０００２】～【０００３】 

（省略） 

【０００４】そのために、非絶縁電子部品２－１は、その下に絶縁紙５を入れ

て接触を防止するか、または、非絶縁電子部品２－１を浮かして取付けて接触

を防止するという作業が生じていた。また、発熱電子部品２－２は、部品特性

から高熱を発生し、その熱を放熱するために図５のように浮かして取付けてい

る。」  
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 イ 「【図５】 

 

」  

 

 ウ 「【００２３】図１に示すように、プリント配線板１には、非絶縁電子

部品であるトランス２－１や、発熱電子部品である抵抗２－２や、自動挿入電

子部品であるＩＣ２－３や、手挿入電子部品であるトランジスタ２－４や、後

付け電子部品であるコネクタ２－５、スイッチ２－６などが搭載されており、

各々の電子部品２－１、２－２、２－３、２－４、２－５、２－６は、パター

ン３、３－１、３－２により接続され、回路機能を形成している。 

【００２４】そして、プリント配線板１には、電子部品２－１、２－２、２－

３、２－４、２－５、２－６の表示部４－１、４－２、４－３、４－４、４－

５が各々電子部品２－１、２－２、２－３、２－４、２－５、２－６が配置さ

れる位置にシルク印刷により表示されている。 

【００２５】この場合、非絶縁電子部品であるトランス２－１の表示部４－１

は、このトランス２－１の外形の投影枠より少し大きめの線と、その約１ｍｍ

外側にもう１本の線を入れて２重線のシルク印刷とし、その２本の線間全てを

シルク印刷により面状にて塗り潰した表示にしてある。 

【００２６】また、発熱電子部品である抵抗２－２の表示部４－２は、この抵

抗２－２の外形の投影枠より少し大きめの線とし、その約１ｍｍ外側にもう１

本の線を入れて２重線のシルク印刷表示にしてある。 

【００２７】また、自動挿入電子部品であるＩＣ２－３の表示部４－３は、こ

のＩＣ２－３の外形の投影枠より少し大きめの１本の線のシルク印刷表示にし

てある。また、手挿入電子部品であるトランジスタ２－４の表示部４－４は、

このトランジスタ２－４の外形の投影枠より少し大きめの線と、その約１ｍｍ

外側にもう１本の線を入れて２重線のシルク印刷表示とし、その２本の線間の

上側半分をシルク印刷により面状にて塗り潰した表示にしてある。 

【００２８】また、後付け電子部品であるコネクタ２－５とスイッチ２－６の

表示部４－５は、このコネクタ２－５、スイッチ２－６の外形の投影枠より少

し大きめの線と、その約１ｍｍ外側にもう１本の線を入れて２重線のシルク印

刷表示とし、その２本の線間の下側半分をシルク印刷により面状にて塗り潰し

た表示にしてある。 

【００２９】このように、各々の電子部品２－１、２－２、２－３、２－４、
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２－５、２－６が実装されていても表示部４－１、４－２、４－３、４－４、

４－５が確認できるようになっている。また、組立工程別の表示部においては、

自動挿入電子部品であるＩＣ２－３の表示部を４－６のようにＡを、手挿入電

子部品であるトランジスタ２－４の表示部を４－７のようにＢを、後付け電子

部品であるコネクタ２－５、スイッチ２－６の表示部を４－８のようにＣを入

れるなど、シルク印刷による部品外形の表示部の内側に文字を入れて組立工程

を区別することも可能である。また、文字に限らず、記号やマークを入れて区

別してもよい。また、シルク印刷の色をかえて区別してもよい。」 

 エ 「【図１】 
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」  

 

 オ 「【００３５】また、発熱電子部品である抵抗２－２は、その発熱電子
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部品の表示部４－２の部分に実装される。この場合、発熱電子部品表示部４－

２は、抵抗２－２の外形より少し大きめにしてあって、発熱電子部品以外の電

子部品の表示部とは違った表示方法にしているために、抵抗２－２が実装され

た後にも発熱電子部品表示部４－２が目視にて確認できる。」 

 

 

 カ 上記ア、ウ、オの記載事項及び上記イ、エの図示内容から、以下の認定

事項が導かれる。 

 

（ア）上記ア【０００１】には、「電子機器回路を構成するプリント配線板」

と記載されており、この「プリント配線板」は、「電子機器回路を構成」する

ものであるから、「電子機器」が「プリント配線板」を備えるものであるとい

える。 

 上記ウ【００２３】には、「プリント配線板１には、非絶縁電子部品である

トランス２－１や、発熱電子部品である抵抗２－２や、自動挿入電子部品であ

るＩＣ２－３や、手挿入電子部品であるトランジスタ２－４や、後付け電子部

品であるコネクタ２－５、スイッチ２－６などが搭載されており」と記載され

ている。 

 そうすると、刊行物１には、「トランス２－１、抵抗２－２、ＩＣ２－３、

トランジスタ２－４、コネクタ２－５、スイッチ２－６などの電子部品が搭載

されたプリント配線板１を備える電子機器」が記載されているといえる。  

 

（イ）上記ウ【００２４】には、「プリント配線板１には、電子部品２－１、

２－２、２－３、２－４、２－５、２－６の表示部４－１、４－２、４－３、

４－４、４－５が各々電子部品２－１、２－２、２－３、２－４、２－５、２

－６が配置される位置にシルク印刷により表示されている」と記載されており、

上記ウ【００２５】～【００２８】の記載内容（「外形の投影枠より少し大き

めの線」）及び上記エ【図１】の図示内容から、「表示部４－１、４－２、４

－３、４－４、４－５」は、各電子部品の外形の投影枠より少し大きめの線を

含み、この線で囲まれた領域の中に各電子部品がそれぞれ実装されることが読

み取れる。 

 そうすると、刊行物１には、「プリント配線板１には、表示部４－１、４－

２、４－３、４－４、４－５が形成されており、各表示部は、各電子部品の外

形の投影枠より少し大きめの線を含み、この線で囲まれた領域の中に各電子部

品がそれぞれ実装される」ことが記載されているといえる。  

 

（ウ）上記ウ【００２６】には、「抵抗２－２の表示部４－２は、この抵抗２

－２の外形の投影枠より少し大きめの線とし、その約１ｍｍ外側にもう１本の

線を入れて２重線のシルク印刷表示にしてある」と記載されており、「抵抗２

－２の表示部４－２」は、「この抵抗２－２の外形の投影枠より少し大きめの

線」と、「その約１ｍｍ外側にもう１本の線」とからなる「２重線」であり、

この２重線は「シルク印刷」されたものであるといえる。 
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 また、上記オ【００３５】には、「発熱電子部品である抵抗２－２は、その

発熱電子部品の表示部４－２の部分に実装される。この場合、発熱電子部品表

示部４－２は、抵抗２－２の外形より少し大きめにしてあって、発熱電子部品

以外の電子部品の表示部とは違った表示方法にしている」と記載されており、

上記エ【図１】の図示内容も参照すると、表示部４－２は、抵抗２－２以外の

電子部品とは違った表示方法で表示されており、表示部４－２の２重線で囲ま

れた領域の中に前記抵抗２－２が実装されるといえる。 

 また、上記ア【０００４】には、「発熱電子部品２－２は、部品特性から高

熱を発生し、その熱を放熱するために図５のように浮かして取付けている」と

記載されており、上記イ【図５】の図示内容も参照すると、抵抗２－２は、プ

リント配線板１の表面から離れて取り付けられており、抵抗２－２とプリント

配線板１の表面との間には隙間が存在することが読み取れる。  

 そうすると、刊行物１には、「抵抗２－２の表示部４－２は、前記抵抗２－

２の外形の投影枠より少し大きめの線と、その約１ｍｍ外側にもう１本の線と

からなる２重線であって、この２重線はシルク印刷されたものであり、抵抗２

－２以外の電子部品とは違った表示方法で表示されており、表示部４－２の２

重線で囲まれた領域の中に前記抵抗２－２が実装され、前記抵抗２－２は、前

記プリント配線板１の表面から離れて取り付けられており、前記抵抗２－２と

前記プリント配線板１の表面との間には隙間が存在する」ことが記載されてい

るといえる。  

 

（エ）上記ウ【００２９】には、「電子部品...２－２...が実装されていても表

示部...４－２...が確認できるようになっている」と記載されており、上記オ

【００３５】には、「発熱電子部品表示部４－２は、抵抗２－２の外形より少

し大きめにしてあって、発熱電子部品以外の電子部品の表示部とは違った表示

方法にしているために、抵抗２－２が実装された後にも発熱電子部品表示部４

－２が目視にて確認できる。」と記載されているから、刊行物１には、「抵抗

２－２が実装された後にも表示部４－２は目視にて確認できる」ことが記載さ

れているといえる。 

 

 キ 上記（ア）～（エ）の認定事項を総合すれば、刊行物１には、以下の発

明（以下、「刊行物発明」という。）が記載されていると認められる。 

（ａ～ｅは刊行物発明の構成を分説するため当審で付した。）  

 

［刊行物発明］  

「ａ トランス２－１、抵抗２－２、ＩＣ２－３、トランジスタ２－４、コネ

クタ２－５、スイッチ２－６などの電子部品が搭載されたプリント配線板１を

備える電子機器において、 

 

ｂ 前記プリント配線板１には、表示部４－１、４－２、４－３、４－４、４

－５が形成されており、各表示部は、各電子部品の外形の投影枠より少し大き

めの線を含み、この線で囲まれた領域の中に各電子部品がそれぞれ実装され、 
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ｃ 前記抵抗２－２の前記表示部４－２は、前記抵抗２－２の外形の投影枠よ

り少し大きめの線と、その約１ｍｍ外側にもう１本の線とからなる２重線であ

って、この２重線はシルク印刷されたものであり、前記抵抗２－２以外の電子

部品とは違った表示方法で表示されており、前記表示部４－２の２重線で囲ま

れた領域の中に前記抵抗２－２が実装され、前記抵抗２－２は、前記プリント

配線板１の表面から離れて取り付けられており、前記抵抗２－２と前記プリン

ト配線板１の表面との間には隙間が存在し、 

 

ｄ 前記抵抗２－２が実装された後にも前記表示部４－２は目視にて確認でき

る、 

 

ｅ 電子機器。」  

 

（２－２）刊行物２ 

 平成３０年７月３１日付けでされた補正の却下の決定において引用され、本

願の出願前に頒布された刊行物である特開平１０―５６２４６号公報（以下、

「刊行物２」という。）には、図面とともに次の事項が記載されている（下線

は当審で付した。）。  

 

 ア 「【００１９】図１に示すように、プリント配線板１には、コネクタ２

－１や発光ダイオード２－２やＩＣ２－３や金属ケースで被覆された電子部品

２－４などの電子部品が搭載されており、各々の電子部品２－１、２－２、２

－３、２－４はパターン３、３－１により接続され回路機能を形成している。 

【００２０】そして、プリント配線板１には、前記電子部品２－１、２－２、

２－３、２－４の表示部４、８が、これら電子部品２－１、２－２、２－３、

２－４が配置される位置に、シルク印刷により表示されている。 

【００２２】また、自動ハンダ付け後に後付けとなる後付け電子部品であるコ

ネクタ２－１や発光ダイオード２－２や電子部品２－４のシルク印刷による後

付け表示部８は、これらコネクタ２－１や発光ダイオード２－２や電子部品２

－４の外形の投影枠より少し大きめにしてあって、さらに、その内側をシルク

印刷により面状にて塗り潰してある。」 

 

 イ 「【００２８】また、自動ハンダ付け後に後付けとなる後付け電子部品

であるコネクタ２－１や発光ダイオード２－２や電子部品２－４は、その内側

を面状にて塗り潰された後付け表示部８に実装される。この場合、後付け表示

部８は、コネクタ２－１や発光ダイオード２－２や電子部品２－４の外形より

少し大きめにしてあるために、コネクタ２－１や発光ダイオード２－２や電子

部品２－４が実装された後にも後付け表示部８が目視にて確認できる。」 

 

 ウ 上記記載事項ア及びイにより、刊行物２には、以下の技術事項（以下、

「刊行物２記載事項」という。）が記載されていると認められる。 
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［刊行物２記載事項］ 

「電子部品２－１、２－２、２－４が搭載されたプリント配線板１において、

前記電子部品２－１、２－２、２－４の表示部８が、これら電子部品が配置さ

れる位置に、シルク印刷により表示されており、前記表示部８は、これらの電

子部品の外形の投影枠より少し大きめにしてあって、さらに、その内側をシル

ク印刷により面状にて塗り潰してあり、これらの電子部品が実装された後にも

表示部８が目視にて確認できること。」 

 

（２－３）刊行物３ 

 本願の出願前に頒布された刊行物である特開平１０―３１３１５６号公報

（以下、「刊行物３」という。）には、図面とともに次の事項が記載されてい

る（下線は当審で付した。）。  

 

 ア 「【００１４】 

【発明の実施の形態】図１は、本発明によるプリント配線基板の第１の実施の

形態を示す構成図で、プリント配線基板１の表面１ａ上に、実装する電子部品

の配置位置および記号等が実装部品の標識としてシルク印刷によって表示され

ている。 

【００１５】すなわち、プリント配線基板１の表面１ａ上には、図で左側の位

置に縦方向に長方形状の集積回路ＩＣの標識１１が付されており、その右側に

は図で上から順にダイオードＤ１の標識１２、トランスＴ２の標識１３、コン

デンサＣ１，Ｃ２の標識１４および抵抗器Ｒ２の標識１５がそれぞれ付されて

いる。各標識１１～１５には各実装部品の形状および部品番号が付されてい

る。」 

 

 イ 「【００１９】これらの実施の形態において、組立作業時に作業者が前

述した集積回路５を取り付ける場合は、標識１１に示す集積回路ＩＣの位置に

リード線５Ｌを挿入し、傾斜指示標識１６～１８で指示された方向にリード線

５Ｌを曲げることで集積回路５をトランスＴ２側に傾斜して取り付けることが

できる。 

【００２０】また、傾斜指示標識１６～１８を集積回路５の傾斜側と反対側に

表示したことにより、集積回路５の実装後においても標識１６～１８が集積回

路５の下に隠れることがないので、目視検査において標識１６～１８を見なが

ら集積回路５の実装状態を検査することができる。」 

 

 ウ 上記記載事項ア及びイにより、刊行物３には、以下の技術事項（以下、

「刊行物３記載事項」という。）が記載されていると認められる。 

 

［刊行物３記載事項］ 

「プリント配線基板１の表面１ａ上に、実装する集積回路５の配置位置および

記号等が標識１１としてシルク印刷によって表示されており、集積回路５を取

り付ける場合は、標識１１に示す集積回路５の位置にリード線５Ｌを挿入し、
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傾斜指示標識１６～１８で指示された方向にリード線５Ｌを曲げることで集積

回路５をトランスＴ２側に傾斜して取り付けること。」 

 

（３）対比  

 本件補正発明と刊行物発明とを対比する。  

 なお、見出しは（ａ）～（ｅ）とし、刊行物発明の分説に対応させている。  

 

（ａ）刊行物発明の「トランス２－１、抵抗２－２、ＩＣ２－３、トランジス

タ２－４、コネクタ２－５、スイッチ２－６などの電子部品」は、本件補正発

明の「複数の電子部品」に相当し、刊行物発明の「プリント配線板１」は、本

件補正発明の「基板」に相当する。 

 また、刊行物発明の「プリント配線板１」には「電子部品が搭載され」てい

るところ、この「搭載」は、本件補正発明の「実装」に相当するから、刊行物

発明の「トランス２－１、抵抗２－２、ＩＣ２－３、トランジスタ２－４、コ

ネクタ２－５、スイッチ２－６などの電子部品が搭載されたプリント配線板１」

は、本件補正発明の「複数の電子部品を実装した基板」に相当する。 

 そして、本件補正発明の「遊技機」は、「複数の電子部品を実装した基板を

備え」ているから、「電子機器」であるといえる。 

 そうすると、刊行物発明の構成ａと本件補正発明の構成Ａとは、 

「複数の電子部品を実装した基板を備える電子機器」である点で共通する。 

 

（ｂ）刊行物発明の「プリント配線板１」に「形成」された「表示部」に含ま

れる「電子部品の外形の投影枠より少し大きめの線」で「囲まれた領域の中に

各電子部品がそれぞれ実装され」ているから、刊行物発明の「プリント配線板

１」には「各電子部品」が「実装」される「領域」がそれぞれ形成されている

といえる。 

 そして、「トランス２－１、抵抗２－２、ＩＣ２－３、トランジスタ２－４、

コネクタ２－５、スイッチ２－６などの電子部品」のうち、「抵抗２－２」の

「外形の投影枠より少し大きめの線」で「囲まれた領域」には、「抵抗２－２」

が「実装」されるから、刊行物発明の「抵抗２－２」は、本件補正発明の「特

定の電子部品」に相当し、刊行物発明の「抵抗２－２」の「外形の投影枠より

少し大きめの線」で「囲まれた領域」は、本件補正発明の「特定実装領域」に

相当する。 

 刊行物発明において、「トランス２－１、抵抗２－２、ＩＣ２－３、トラン

ジスタ２－４、コネクタ２－５、スイッチ２－６などの電子部品」のうち、

「抵抗２－２」とは異なる電子部品である「トランス２－１、ＩＣ２－３、ト

ランジスタ２－４、コネクタ２－５、スイッチ２－６」は、本件補正発明の

「特定の電子部品とは異なる電子部品」に相当するところ、これら「トランス

２－１、ＩＣ２－３、トランジスタ２－４、コネクタ２－５、スイッチ２－６」

の「外形の投影枠より少し大きめの線」で「囲まれた領域」には、それぞれ

「トランス２－１、ＩＣ２－３、トランジスタ２－４、コネクタ２－５、スイ

ッチ２－６」が「実装」されるから、刊行物発明の「トランス２－１、ＩＣ２
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－３、トランジスタ２－４、コネクタ２－５、スイッチ２－６」の「外形の投

影枠より少し大きめの線」で「囲まれた領域」は、本件補正発明の「別実装領

域」に相当する。 

 したがって、刊行物発明の構成ｂである 

「前記プリント配線板１には、表示部４－１、４－２、４－３、４－４、４－

５が形成されており、各表示部は、各電子部品の外形の投影枠より少し大きめ

の線を含み、この線で囲まれた領域の中に各電子部品がそれぞれ実装され、」

は、 

本件補正発明の構成Ｂである 

「前記基板の実装面には、前記複数の電子部品のうちの特定の電子部品が実装

される特定実装領域と、前記複数の電子部品のうちの前記特定の電子部品とは

異なる電子部品が実装される別実装領域と、が形成され、」に相当する。 

 

（ｃ）刊行物発明の「前記抵抗２－２の前記表示部４－２は、前記抵抗２－２

の外形の投影枠より少し大きめの線と、その約１ｍｍ外側にもう１本の線とか

らなる２重線であって、この２重線はシルク印刷されたもの」であるから、刊

行物発明の「表示部４－２」は、本件補正発明の「特定印刷部」に相当する。 

 そして、刊行物発明の「表示部４－２」は、「前記抵抗２－２以外の電子部

品とは違った表示方法で表示されて」いるから、「抵抗２－２」を示すための

ものであり、本件補正発明の「前記特定の電子部品を示す特定印刷部」に相当

するところ、刊行物発明の「表示部４－２」は「プリント配線板１」に形成さ

れ、本件補正発明の「特定印刷部」は、「基板の実装面」に形成された「特定

実装領域」に形成されているから、両者は「基板の実装面」に形成される点で

共通する。 

 また、刊行物発明の「表示部４－２」の「２重線」のうち「抵抗２－２」の

「外形の投影枠より少し大きめの線」で「囲まれた領域」は、本件補正発明の

「特定実装領域」に相当するところ（上記（ｂ）を参照）、この「領域の中に

前記抵抗２－２が実装され、前記抵抗２－２は、前記プリント配線板１の表面

から離れて取り付けられており、前記抵抗２－２と前記プリント配線板１の表

面との間には隙間が存在し」ているから、このことは、本件補正発明の「前記

特定実装領域」には「前記基板の実装面との間に空間を有するように前記特定

の電子部品が実装され」ることに相当する。 

 したがって、刊行物発明の構成ｃと本件補正発明の構成Ｃとは、「前記基板

の実装面には、前記特定の電子部品を示す特定印刷部が形成されると共に、前

記特定実装領域には、前記基板の実装面との間に空間を有するように前記特定

の電子部品が実装され」るという点で共通する。 

 

（ｄ）刊行物発明の「表示部４－２」は「前記抵抗２－２が実装された後にも」

「目視にて確認できる」ものであり、このことは、本件補正発明の「前記特定

印刷部」は「視認可能とされる」ことに相当する。 

 したがって、刊行物発明の構成ｄと本件補正発明の構成Ｄとは、「前記特定

印刷部は視認可能とされる」点で共通する。 
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（ｅ）上記（ａ）で検討したように、本件補正発明の「遊技機」は、「複数の

電子部品を実装した基板を備え」ているから、「電子機器」であるといえる。 

 そうすると、刊行物発明の構成ｅと本件補正発明の構成Ｅとは、「電子機

器。」である点で共通する。 

 

 上記（ａ）～（ｅ）の対比により、本件補正発明と刊行物発明とは、  

「Ａ’ 複数の電子部品を実装した基板を備える電子機器において、 

Ｂ 前記基板の実装面には、前記複数の電子部品のうちの特定の電子部品が実

装される特定実装領域と、前記複数の電子部品のうちの前記特定の電子部品と

は異なる電子部品が実装される別実装領域と、が形成され、 

Ｃ’ 前記基板の実装面には、前記特定の電子部品を示す特定印刷部が形成され

ると共に、前記特定実装領域には、前記基板の実装面との間に空間を有するよ

うに前記特定の電子部品が実装され、 

Ｄ’ 前記特定印刷部は視認可能とされる、 

Ｅ’ 電子機器。」  

である点で一致し、以下の相違点１～４で相違する。 

 

［相違点１］ 

 「前記特定の電子部品を示す特定印刷部が形成される」場所が、本件補正発

明では、「特定実装領域」であるのに対して（構成Ｃ）、刊行物発明では、

「特定実装領域」に相当する領域の外である点。 

 

［相違点２］ 

 「特定実装領域」に「実装」される「特定電子部品」が、本件補正発明では、

「特定印刷部の少なくとも一部と重な」るように実装されるのに対して（構成

Ｃ）、刊行物発明では、そのような特定がされていない点。 

 

［相違点３］ 

 「前記特定印刷部」が、本件補正発明では、「前記空間を通して」視認可能

とされるのに対して（構成Ｄ）、刊行物発明では、そのような特定がされてい

ない点。 

 

［相違点４］ 

 本件補正発明では、「電子機器」が「遊技機」であると特定されているのに

対して（構成Ａ及びＥ）、刊行物発明では、「遊技機」であるとは特定されて

いない点。 

 

（４）判断 

 上記相違点１～４について検討する。 

（４－１）相違点１について 

 上記刊行物２記載事項には、「電子部品２－１、２－２、２－４が搭載され

たプリント配線板１において、前記電子部品２－１、２－２、２－４の表示部
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８が、これら電子部品が配置される位置に、シルク印刷により表示され」るこ

とが開示されており、この「表示部８」は、本件補正発明の「特定の電子部品

を示す特定印刷部」に相当する。 

 また、上記刊行物２記載事項では、「前記表示部８は、これらの電子部品の

外形の投影枠より少し大きめにしてあって、さらに、その内側をシルク印刷に

より面状にて塗り潰して」あり、電子部品２－１、２－２、２－４が実装され

る領域においても、表示部８は存在しているといえるから、このことは、本件

補正発明の「特定実装領域には、前記特定の電子部品を示す特定印刷部が形成

される」ことに相当する。 

 ここで、刊行物発明及び上記刊行物２記載事項は、いずれも、プリント配線

板に印刷形成され、電子部品の外形の投影枠に沿った表示部が、電子部品の実

装場所を示し、実装後も目視にて確認できるものである点で共通しているとこ

ろ、刊行物発明の抵抗２－２の外形の投影枠より少し大きめの線で囲まれた領

域の内部に上記刊行物２記載事項を適用して、当該領域が面状に塗り潰される

ように構成することにより、上記相違点１に係る本件補正発明の構成Ｃの「前

記特定の電子部品を示す特定印刷部が形成される」場所が「特定実装領域」と

することは、当業者ならば容易になし得たことである。 

 

（４－２）相違点２について 

 上記刊行物２記載事項の「表示部８」は、「電子部品の外形の投影枠より少

し大きめにしてあって、さらに、その内側をシルク印刷により面状にて塗り潰

して」あるから、上記（４－１）において検討したように、刊行物発明の抵抗

２－２の外形の投影枠より少し大きめの線で囲まれた領域の内部に上記刊行物

２記載事項を適用して、当該領域が面状に塗り潰されるように構成したとき、

面状に塗り潰された表示部の少なくとも一部と重なるように当該抵抗２－２が

実装されることは明らかである。 

 したがって、上記相違点２に係る本件補正発明の構成Ｃの「特定実装領域」

に「実装」される「特定電子部品」が、「特定印刷部の少なくとも一部と重な」

るように実装されることは、上記相違点１に係る本件補正発明の構成Ｃの「前

記特定の電子部品を示す特定印刷部が形成される」場所が「特定実装領域」と

することの当然の帰結にすぎず、上記（４－１）において検討したことから、

当業者ならば容易になし得たものである。 

 

（４－３）相違点３について 

 刊行物発明では、「前記抵抗２－２は、前記プリント配線板１の表面から離

れて取り付けられており、前記抵抗２－２と前記プリント配線板１の表面との

間には隙間が存在し」ているから、上記（４－１）において検討したように、

刊行物発明の抵抗２－２の外形の投影枠より少し大きめの線で囲まれた領域の

内部に上記刊行物２記載事項を適用して、当該領域が面状に塗り潰されるよう

に構成したとき、面状に塗り潰された表示部は、当該抵抗２－２の実装後にも

上記「隙間」を通して視認できることは明らかである。 

 したがって、上記相違点３に係る本件補正発明の構成Ｄの「前記特定印刷部」
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が「前記空間を通して」視認可能とされることは、上記相違点１に係る本件補

正発明の構成Ｃの「前記特定の電子部品を示す特定印刷部が形成される」場所

が「特定実装領域」とすることの当然の帰結にすぎず、上記（４－１）におい

て検討したことから、当業者ならば容易になし得たものである。 

 

 また、上記相違点１～３に係る本件補正発明の構成のようにすることは、以

下に述べるように、刊行物発明に上記刊行物３記載事項を適用することにより、

当業者が容易に為し得たものでもある。 

 すなわち、上記刊行物３記載事項では、プリント配線基板１の表面１ａ上に

集積回路５を実装するとき、シルク印刷された標識１１に示す集積回路５の位

置にリード線５Ｌを挿入し、指示された方向にリード線５Ｌを曲げることで集

積回路５を傾斜して取り付けることが開示されており、プリント配線基板１の

表面１ａと集積回路５との間に、リード線５Ｌを曲げることができる程度の間

隙が設けられているといえる。 

 ここで、上記刊行物３記載事項の「集積回路５」は、本件補正発明の「特定

の電子部品」に相当し、上記シルク印刷された標識１１は、本件補正発明の

「特定の電子部品を示す特定印刷部」に相当し、この標識１１により画定され

る領域が、本件補正発明の「特定実装領域」に相当するものであるところ、こ

の「集積回路５」は、リード線５Ｌを曲げることでトランスＴ２側に傾斜して

取り付けられることから、上記シルク印刷された標識１１の少なくとも一部と

重なるように実装されており、実装後もこの標識１１は上記間隙を通して視認

できるといえる。 

 そうすると、刊行物発明及び上記刊行物３記載事項は、いずれも、プリント

配線板に形成された印刷部により、電子部品がプリント配線板表面と間隙を有

して実装される場所が示され、実装後も目視にて確認できるものである点で共

通しているところ、刊行物発明における抵抗２－２の実装領域に上記刊行物３

記載事項を適用して、当該実装領域には、シルク印刷された標識が形成されよ

うにし（相違点１）、前記シルク印刷された標識の少なくとも一部と重なるよ

うに実装して（相違点２）、プリント配線板表面との間隙を通して当該標識を

視認可能とする（相違点３）ことにより、上記相違点１～３に係る本件補正発

明の構成のようにすることは、当業者ならば容易になし得たことである。 

 

（４－４）相違点４について 

 複数の電子部品を実装した基板を備える遊技機は、例えば、特開平１１－７

６５６４号公報の段落【００２５】、【図５】、特開２０１５－２０４９６１

号公報の段落【００８４】～【００９０】、【図１４】～【図１７】、特開２

０００－１６７２０３号公報の段落【００１６】、【図３】に記載されている

ように本願の出願前に周知の技術（以下、「周知技術」という）であるから、

上記周知技術を刊行物発明に適用して、「遊技機」として構成することにより、

上記相違点４に係る本件補正発明の構成Ａ及びＥのようにすることは、当業者

ならば容易になし得たことである。 
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 ここで、審判請求書において、請求人は、  

「すなわち、引用文献１に開示される発明は、各々の電子部品の外形より少し

大きめの線の外側に他の電子部品とは違った表示方法で形成される表示部によ

って非絶縁電子部品と発熱電子部品と自動挿入電子部品と手挿入電子部品と後

付け電子部品とのいずれであるかを判断したり、各々の電子部品の外形より少

し大きめの線の外側に他の電子部品とは違った表示方法で形成される表示部に

よって非絶縁電子部品と発熱電子部品とを区別するとともに各々の電子部品の

外形の表示部の内側に文字等を入れてどの組立工程にて実装すべき部品なのか

を判断するものに過ぎず、電子部品が実装された後に各々の電子部品の外形の

内側に形成される表示部によって各々の電子部品（特に非絶縁電子部品と発熱

電子部品と）を区別することができるものではありません。  

 このような技術的事項が開示される引用文献１に、電子部品の外形よりも少

し大きめに形成される線の内側の塗り潰しの有無によってどの組立工程にて実

装すべき部品なのか（前付け電子部品であるか後付け電子部品であるか）を判

断するという引用文献２に開示される技術を適用した技術は、各々の電子部品

の外形より少し大きめの線の外側に形成される表示部の塗り潰しパターンを異

ならせるとともに、後付け電子部品の外形より少し大きめの線の内側を塗り潰

し、後付け電子部品以外の電子部品の外形より少し大きめの線の内側を塗り潰

さないようにして、各々の電子部品の外形より少し大きめの線の外側に形成さ

れる表示部の塗り潰しパターンによって非絶縁電子部品と発熱電子部品と自動

挿入電子部品と手挿入電子部品と後付け電子部品との各々の電子部品を区別す

るとともに、各々の電子部品の外形より少し大きめの線の内側の塗り潰しの有

無によって前付け電子部品であるか後付け電子部品であるかを判断するという

ものに過ぎません。  

 つまり、引用文献１、２には各々の電子部品を区別したり、どの組立工程に

て実装すべき部品なのかを判断することを目的として電子部品の外形の外側に

形成される表示部を形成する一方、どの組立工程にて実装すべき部品なのかを

判断するためだけを目的として電子部品の外形の内側のシルク印刷表示を異な

らせるという技術が開示されているものに過ぎず、電子部品を実装した後に

各々の電子部品を区別することを目的として電子部品の外形の内側のシルク印

刷表示を異ならせるという技術については開示も示唆もされていません。  

 このように、引用文献１、２のいずれも電子部品の外形の内側のシルク印刷

表示によって実装後の電子部品各々を区別することについて全く想定していな

いことは明らかであります。  

 なお、発熱電子部品（抵抗２－２）が後付け電子部品である場合には、抵抗

２－２の外形の内側が面状に塗り潰したシルク印刷表示とされるため、抵抗２

－２を実装した後にもこのシルク印刷表示を目視によって確認できるものの、

当該シルク印刷表示によっては後付け電子部品であることが示されるだけであ

って、抵抗２－２以外の後付け電子部品についても外形の内側が面状に塗り潰

されたシルク印刷表示とされるため、当該シルク印刷表示によって発熱電子部

品（抵抗２－２）であることを判断することはできません。  

（中略） 
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 １．遊技機の製造元のサービスセンターの担当者が遊技ホールの店員等の係

員に電話で特定の電子部品を指示する場合には、特定印刷部の特徴を遊技ホー

ルの店員等の係員に伝えて、この特定印刷部を基板の実装面の中から探す旨を

指示することができ、サービスセンターの担当者と遊技ホールの店員等の係員

との意思疎通がし易くなる。  

 ２．特定の電子部品と基板の実装面との間の空間を通して特定印刷部の略全

てを視認することができるため、特定印刷部を基板の実装面の中から見つけ易

くなる。  

 ３．特定印刷部と重なるように特定の電子部品が実装されているため、複数

の電子部品が近接して配置される場合であっても、特定印刷部と対応する特定

の電子部品を、特定の電子部品以外の電子部品と混同することなしに容易に識

別することができる。  

という顕著な効果を奏します。」と主張している（下線は当審にて付したもの

である）。  

  

 しかしながら、上記「（２）刊行物に記載された事項」において述べたよう

に、刊行物発明（引用文献１）では、「前記抵抗２－２が実装された後にも前

記表示部４－２は目視にて確認できる」（構成ｄ）とされており、刊行物２

（引用文献２）では、「これらの電子部品が実装された後にも表示部８が目視

にて確認できる」とされているから、いずれの文献でも、電子部品の実装後に

印刷表示部の確認を行うことが開示されており、この確認の時点では、印刷表

示部は電子部品の外形の投影枠に沿ったものとして視認されるから、その外形

の投影枠がどのようなものであるかによって、電子部品の各々を区別すること

は可能である。 

 また、刊行物発明（引用文献１）では、「前記抵抗２－２の前記表示部４－

２」は、「前記抵抗２－２以外の電子部品とは違った表示方法で表示されて」

いるから（構成ｃ）、「前記抵抗２－２以外の電子部品」についても外形の内

側が面状に塗り潰されたシルク印刷表示となるようにしても、外形そのものが

抵抗２－２とそれ以外の電子部品とで違っているのであるから、当該シルク印

刷表示によって前記抵抗２－２とそれ以外の電子部品を区別することは可能で

ある。 

 そして、請求人が主張する上記１．～３．の効果についても、刊行物発明、

上記刊行物２記載事項又は刊行物３記載事項、及び上記周知技術から当業者が

予測可能な範囲内のものにすぎず、格別顕著なものであるということはできな

いから、請求人の上記主張を採用することはできない。 

 

 よって、本件補正発明は、刊行物発明、上記刊行物２記載事項又は刊行物３

記載事項、及び上記周知技術に基づいて当業者が容易に発明をすることができ

たものであるから、特許法第２９条第２項の規定により、特許出願の際独立し

て特許を受けることができない。  

  

４．むすび  
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 以上より、本件補正は、特許法第１７条の２第６項において準用する同法第

１２６条第７項の規定に違反するので、同法第１５９条第１項において読み替

えて準用する同法第５３条第１項の規定により却下すべきものである。  

 

第３ 本願発明について  

１．本願発明  

 本件補正は、上記第２において述べたとおり却下されたので、本願の請求項

１に係る発明（以下、「本願発明」という。）は、平成２９年１２月２５日に

提出された手続補正書により補正された、上記第２の１．で本件補正前として

記載された次のとおりのものである。 

 

「Ａ 複数の電子部品を実装した基板を備える遊技機において、 

Ｂ 前記基板の実装面には、前記複数の電子部品のうちの特定の電子部品が実

装される特定実装領域と、前記複数の電子部品のうちの前記特定の電子部品と

は異なる電子部品が実装される別実装領域と、が形成され、 

Ｃ 前記特定実装領域には、前記特定の電子部品を示す特定印刷部が形成され、

該特定印刷部の少なくとも一部と重なるように前記特定の電子部品が実装され

る、 

Ｅ ことを特徴とする遊技機。」  

 

２．原査定における拒絶の理由の概要  

 原査定の拒絶の理由は、 

 本願発明は、その出願前に日本国内又は外国において頒布された以下の引用

文献１及び２に記載された発明に基いて、その出願前にその発明の属する技術

の分野における通常の知識を有する者が容易に発明をすることができたもので

あるから、特許法第２９条第２項の規定により特許を受けることができない。  

というものである。  

 引用文献１．特開２０１２－９９６７０号公報 

 引用文献２．特開２０００－１６７２０３号公報 

 

３．引用文献に記載された事項  

（３－１）引用文献１  

 上記引用文献１には、図面とともに次の事項が記載されている（下線は当審

で付した。）。  

 

 ア 「【０００２】 

 従来から、プリント基板上にリレーやトランス等の複数の電気部品が搭載さ

れて、それらの複数の電気部品におけるリード部がプリント配線に半田付け等

により接続された実装基板が知られている。このような実装基板は、自動車の

電気接続箱等の内部に収容されて内部回路を構成し、制御系の電気信号に応じ

て、各種電装品への給電等を制御するようになっている。」  
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 イ 「【００１７】 

 図１に、本発明の第一の実施形態としての実装基板１０の要部の分解斜視図

を示す。実装基板１０は、プリント基板１２に複数の電気部品としてのリレー

１４ａ，１４ｂが装着された構造とされている。 

【００１８】 

 リレー１４ａ，１４ｂは、従来公知のものと略同様の構造とされており、矩

形ブロック形状の本体１６から、リード部としての電源端子１８ａ，一対のコ

イル端子１８ｂ，１８ｂ、および一対の接点端子１８ｃ，１８ｃが突出された

構造とされている。リレー１４ａとリレー１４ｂは互いに等しい外形状を有し

ており、本体１６の形状や大きさ、各端子１８の形状や長さおよび本体１６か

らの突出位置等が、互いに等しくされている。このように、リレー１４ａとリ

レー１４ｂは、互いに同一の全体形状を有しつつ、仕様としての抵抗値が互い

に異ならされた同種電気部品とされている。 

【００１９】 

 一方のリレー１４ａの本体１６の上面２０には、部品側着色領域２２が形成

されている。本実施形態では、部品側着色領域２２は、白色（本明細書の図中

においては黒色で図示）で塗り潰された矩形のマークとされている。部品側着

色領域２２は、視認性を確保するために、上面２０の全領域の１／１０以上、

より好ましくは、１／５以上の領域を占める大きさをもって形成されているこ

とが好ましく、上面２０に表示される部品の型番表示２３等よりも大きく形成

されていることが好ましい。部品側着色領域２２は、好適には、例えば、シル

ク印刷等で形成される。これに対して、リレー１４ｂには部品側着色領域２２

は形成されていない。これにより、部品側着色領域２２の有無により、リレー

１４ａとリレー１４ｂを相互に区別することが可能とされており、部品側着色

領域２２によって、部品側識別マークが構成されている。」 

 

 ウ 「【００２０】 

 一方、図２に示すように、プリント基板１２には、電気部品の装着領域とし

ての２つのリレー装着部２４ａ，２４ａと、１つのリレー装着部２４ｂが設け

られている。これらリレー装着部２４ａとリレー装着部２４ｂの共通部分にお

いては、特に区別することなくリレー装着部２４として説明する。 

【００２１】～【００２２】 

（省略） 

【００２３】 

 これに対して、リレー装着部２４ａには、基板側着色領域３２が形成されて

いる。本実施形態では、基板側着色領域３２は、リレー装着部２４ａ内を白色

（本明細書の図中においては黒色で図示）に塗り潰した矩形のマークとされて

いる。基板側着色領域３２は、プリント基板１２の表面３０におけるリレー装

着部２４ａ上に、シルク印刷を反転して施すことによって形成されている。基

板側着色領域３２は、視認性を確保するために、リレー装着部２４ａの全領域

の１／１０以上、より好ましくは１／５以上の領域を占める大きさをもって形

成されることが好ましい。本実施形態における基板側着色領域３２は、リレー
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装着部２４ａの略全領域に亘る大きさをもって形成されており、平面視におい

てリレー１４ａの上面２０よりも僅かに大きな矩形状とされている。このよう

に、基板側着色領域３２は、リレー１４ａに設けられた部品側識別マークとし

ての部品側着色領域２２と同様に、白色のシルク印刷塗料で塗り潰された矩形

状のマークとされている。これにより、本実施形態においては、基板側着色領

域３２によって、リレー１４ａの部品側識別マークに対応するリレー装着部２

４ａの基板側識別マークが構成されている。そして、リレー装着部２４ｂは、

基板側着色領域３２が形成されていないことをもって、リレー装着部２４ａと

相互に区別することが可能とされている。 

【００２４】～【００２５】 

（省略） 

【００２６】 

 このようなリレー装着部２４ａの２つと、リレー装着部２４ｂの１つが、プ

リント基板１２上で一直線上に並んで設けられている。そして、２つのリレー

装着部２４ａ，２４ａに、リレー１４ａ，１４ａ（図１においては１つのみ図

示）がそれぞれ装着されると共に、リレー装着部２４ｂに、リレー１４ｂが装

着される。リレー１４ａ，１４ｂは、それぞれ、リレー装着部２４ａ，２４ｂ

に形成された各スルーホール２６ａ～２６ｃに対応する各端子１８ａ～１８ｃ

が挿通されて半田付けされることにより、リレー装着部２４ａ，２４ｂに実装

される。図３に示すように、リレー１４ａの装着状態の平面視において、リレ

ー装着部２４ａの基板側着色領域３２が、リレー１４ａから外周側に僅かには

み出すようになっている。」 

 

 エ 「【００２７】 

 本実施形態における実装基板１０によれば、互いに同一の外形状を有し、仕

様の異なるリレー１４ａとリレー１４ｂにおいて、一方のリレー１４ａの本体

１６には部品側着色領域２２が形成されている。これにより、部品側着色領域

２２の有無により、リレー１４ａとリレー１４ｂを容易に判別することが出来

る。 

【００２８】 

 そして、リレー装着部２４ａとリレー装着部２４ｂにおいて、リレー１４ａ

が装着されるリレー装着部２４ａには、リレー１４ａの部品側着色領域２２と

同様の白色で塗り潰された矩形の基板側着色領域３２が形成されている。これ

により、スルーホール２６ａ～２６ｃの形成位置が互いに等しいリレー装着部

２４ａとリレー装着部２４ｂの間でも、基板側着色領域３２の有無によって、

リレー装着部２４ａとリレー装着部２４ｂを容易且つ正確に判別することが出

来る。その結果、外形状が等しいリレー１４ａとリレー１４ｂを、それぞれ対

応するリレー装着部２４ａとリレー装着部２４ｂに正しく装着することが可能

となり、誤組付けを防止することが出来る。 

【００２９】 

 特に、リレー装着部２４ａの基板側着色領域３２がシルク印刷が反転されて

形成されていることにより、リレー装着部２４ａは、白色で塗り潰されている。
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これにより、リレー装着部２４ｂとの目視による判別が容易に行なえるように

されている。それと共に、部品側着色領域２２および基板側着色領域３２が、

何れも矩形の図形であることから、部品番号などの判読が困難なものに比べて、

容易に認識することが出来る。また、基板側着色領域３２をシルク印刷を反転

させて形成したことによって、シルク印刷塗料の色数を増加することなく基板

側識別マークの種類を増やすことが出来る。そして、リレー装着部２４ａの基

板側着色領域３２および型番表示３４と、リレー装着部２４ｂの回路表示２８

ｂが何れも同一の白色とされていることから、プリント基板１２の表面３０に

シルク印刷されるその他の回路記号等と同時に一度のシルク印刷で効率良く形

成することが出来る。 

【００３０】 

 さらに、リレー１４ａの装着状態で、基板側着色領域３２がリレー１４ａか

らはみ出されていることから、リレー１４ａの装着後でも基板側着色領域３２

を視認することが可能であり、基板側着色領域３２の有無を確認することによ

って、リレー１４ａが正規のリレー装着部２４ａに装着されているか否かを判

別することが出来る。特に、部品側着色領域２２および基板側着色領域３２が

白色で塗り潰された表示とされていることから、リレー１４ａの本体１６およ

びプリント基板１２の表面３０に対するコントラストも明確であって、画像認

識装置で誤組付の有無を自動で判別することも可能となる。更にまた、リレー

装着部２４ａには型番表示３４が形成されており、この型番表示３４の有無に

より、リレー装着部２４ａとリレー装着部２４ｂの判別がより容易とされてい

る。」 

 

 オ 「【００３８】 

 また、同種電気部品としては、一見して判別が困難な程度に外観が類似する

ものであれば良く、必ずしも本体の形状や大きさ、リード部の個数や本体から

の突出位置が全く等しくされた同一形状のものに限定されず、例えば外周形状

が等しく高さ寸法が若干異ならされた類似形状のもの等でも良い。更に、同種

電気部品が前述の如きリレーに限定されないのは勿論であって、従来からプリ

ント基板に実装される各種の電気部品が任意に採用可能である。更にまた、電

気部品としては、リード部がスルーホールに挿通されるものに限定されず、リ

ード部がプリント基板表面に形成されたランドに重ね合わされて半田付けされ

る表面実装型のものでも良い。」 

 

 カ 上記ア～オの記載事項を総合すれば、引用文献１には、以下の発明（以

下、「引用発明」という。）が記載されていると認められる。 

（ａ～ｅは引用発明の構成を分説するため当審で付した。）  

 

［引用発明］  

「ａ リレーやトランス等の複数の電気部品が搭載されたプリント基板１２を

内部に収納した自動車の電気接続箱等において、（上記ア【０００２】、オ

【００３８】） 
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ｂ 前記プリント基板１２には、電気部品の装着領域としての２つのリレー装

着部２４ａと、１つのリレー装着部２４ｂが設けられており、前記２つのリレ

ー装着部２４ａには、リレー１４ａがそれぞれ装着されると共に、前記リレー

装着部２４ｂには、リレー１４ｂが装着され、前記リレー１４ａの上面２０に

は、部品側識別マークとしての部品側着色領域２２が形成されており、前記リ

レー１４ｂには部品側着色領域２２は形成されておらず、（上記イ【００１

９】、ウ【００２０】、ウ【００２６】） 

 

ｃ 前記リレー装着部２４ａには、前記リレー１４ａの前記部品側識別マーク

に対応する前記リレー装着部２４ａの基板側識別マークとして、基板側着色領

域３２が形成されており、 

前記基板側着色領域３２は、 

前記リレー装着部２４ａ内を白色に塗り潰した矩形のマークであり、シルク印

刷を反転して施すことによって形成されたものであり、 

前記リレー装着部２４ａの略全領域に亘る大きさをもって形成され、平面視に

おいて前記リレー１４ａの上面２０よりも僅かに大きな矩形状とされ、前記リ

レー１４ａの装着状態の平面視において、前記基板側着色領域３２が、前記リ

レー１４ａから外周側に僅かにはみ出すようになっている、 

（上記ウ【００２３】、ウ【００２６】） 

 

ｅ 自動車の電気接続箱等。（上記ア【０００２】、オ【００３８】）」  

 

（３－２）引用文献２ 

 上記引用文献２は、上記「第２ 本件補正についての補正の却下の決定」の

［理由］の「３．独立特許要件」の「（４）判断」の「（４－４）相違点４に

ついて」において、複数の電子部品を実装した基板を備える遊技機が周知の技

術であることを示すために引用された周知例のうちの一つであり、 

「複数個の電気部品２７～４５と、該複数個の電気部品２７～４５が装着され

た基板本体４６とを備えた遊技機用プリント基板」が記載されている。 

 

 

４．対比 

 本願発明と引用発明とを対比する。  

 なお、見出しは（ａ）～（ｅ）とし、引用発明の分説に対応させている。 

 

（ａ）引用発明の「リレーやトランス等の複数の電気部品」は、本願発明の 

「複数の電子部品」に相当し、引用発明の「プリント基板１２」は、本願発明

の「基板」に相当する。 

 また、引用発明の「プリント基板１２」には「複数の電気部品が搭載され」

ているところ、この「搭載」は、本願発明の「実装」に相当するから、引用発

明の「リレーやトランス等の複数の電気部品が搭載されたプリント基板１２」

は、本願発明の「複数の電子部品を実装した基板」に相当する。 
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 そして、本願発明の「遊技機」も、引用発明の「自動車の電気接続箱等」も、

どちらも「複数の電子部品を実装した基板」を備えているから、「電子機器」

であるといえる。 

 そうすると、引用発明の構成ａと本願発明の構成Ａとは、 

「複数の電子部品を実装した基板を備える電子機器」である点で共通する。 

 

（ｂ）引用発明の「リレー１４ａ」は、「部品側識別マークとしての部品側着

色領域２２が形成されて」いるから、本願発明の「特定の電子部品」に相当し、

引用発明の「リレー１４ｂ」は、「部品側着色領域２２は形成されて」いない

ことから、本願発明の「特定の電子部品とは異なる電子部品」に相当する。 

 また、引用発明の「リレー装着部２４ａ」は、「前記プリント基板１２」に

「電気部品の装着領域として」「設けられ」、「リレー１４ａが装着され」る

ものであるから、本願発明の「特定の電子部品が実装される特定実装領域」に

相当する。 

 同様に、引用発明の「リレー装着部２４ｂ」は、「前記プリント基板１２」

に「電気部品の装着領域として」「設けられ」、「リレー１４ｂが装着され」

るものであるから、本願発明の「特定の電子部品とは異なる電子部品が実装さ

れる別実装領域」に相当する。 

 したがって、引用発明の構成ｂである 

「前記プリント基板１２には、電気部品の装着領域としての２つのリレー装着

部２４ａと、１つのリレー装着部２４ｂが設けられており、前記２つのリレー

装着部２４ａには、リレー１４ａがそれぞれ装着されると共に、前記リレー装

着部２４ｂには、リレー１４ｂが装着され、前記リレー１４ａの上面２０には、

部品側識別マークとしての部品側着色領域２２が形成されており、前記リレー

１４ｂには部品側着色領域２２は形成されておらず、」は、 

本願発明の構成Ｂである 

「前記基板の実装面には、前記複数の電子部品のうちの特定の電子部品が実装

される特定実装領域と、前記複数の電子部品のうちの前記特定の電子部品とは

異なる電子部品が実装される別実装領域と、が形成され、」に相当する。 

 

（ｃ）引用発明の「基板側着色領域３２」は、「前記リレー１４ａの前記部品

側識別マークに対応する前記リレー装着部２４ａの基板側識別マーク」であり、

「シルク印刷を反転して施すことによって形成されたもの」であるから、本願

発明の「特定の電子部品を示す特定印刷部」に相当する。 

 また、引用発明の「基板側着色領域３２」は、「リレー装着部２４ａ内を白

色に塗り潰した矩形のマークであり」、「前記リレー装着部２４ａの略全領域

に亘る大きさをもって形成され、平面視において前記リレー１４ａの上面２０

よりも僅かに大きな矩形状とされ、前記リレー１４ａの装着状態の平面視にお

いて、前記基板側着色領域３２が、前記リレー１４ａから外周側に僅かにはみ

出すようになっている」ことから、「リレー装着部２４ａ」において、「基板

側着色領域３２」の少なくとも一部と重なるように「リレー１４ａ」が実装さ

れることは明らかである。 
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 したがって、引用発明の構成ｃである 

「前記リレー装着部２４ａには、前記リレー１４ａの前記部品側識別マークに

対応する前記リレー装着部２４ａの基板側識別マークとして、基板側着色領域

３２が形成されており、 

前記基板側着色領域３２は、 

前記リレー装着部２４ａ内を白色に塗り潰した矩形のマークであり、シルク印

刷を反転して施すことによって形成されたものであり、 

前記リレー装着部２４ａの略全領域に亘る大きさをもって形成され、平面視に

おいて前記リレー１４ａの上面２０よりも僅かに大きな矩形状とされ、前記リ

レー１４ａの装着状態の平面視において、前記基板側着色領域３２が、前記リ

レー１４ａから外周側に僅かにはみ出すようになっている、」は、 

本願発明の構成Ｃである 

「前記特定実装領域には、前記特定の電子部品を示す特定印刷部が形成され、

該特定印刷部の少なくとも一部と重なるように前記特定の電子部品が実装され

る、」に相当する。 

 

（ｅ）上記（ａ）で検討したように、本願発明の「遊技機」も、引用発明の 

「自動車の電気接続箱等」も、どちらも「複数の電子部品を実装した基板」を

備えているから、「電子機器」であるといえる。 

 そうすると、引用発明の構成ｅと本願発明の構成Ｅとは、「電子機器。」で

ある点で共通する。 

 

 したがって、上記（ａ）～（ｅ）の対比により、本願発明と引用発明とは、  

「Ａ’ 複数の電子部品を実装した基板を備える電子機器において、 

Ｂ 前記基板の実装面には、前記複数の電子部品のうちの特定の電子部品が実

装される特定実装領域と、前記複数の電子部品のうちの前記特定の電子部品と

は異なる電子部品が実装される別実装領域と、が形成され、 

Ｃ 前記特定実装領域には、前記特定の電子部品を示す特定印刷部が形成され、

該特定印刷部の少なくとも一部と重なるように前記特定の電子部品が実装され

る、 

Ｅ’ 電子機器。」  

である点で一致し、以下の相違点で相違する。 

 

［相違点］ 

 本願発明では、「電子機器」が「遊技機」であると特定されているのに対し

て（構成Ａ及びＥ）、引用発明では、「遊技機」であるとは特定されていない

点。 

 

５．判断  

 上記相違点について検討するに、複数の電子部品を実装した基板を備える遊

技機は、例えば、特開平１１－７６５６４号公報の段落【００２５】、【図

５】、特開２０１５－２０４９６１号公報の段落【００８４】～【００９０】、
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【図１４】～【図１７】、特開２０００－１６７２０３号公報の段落【００１

６】、【図３】に記載されているように本願の出願前に周知の技術（以下、

「周知技術」という）であるから、上記周知技術を引用発明に適用して、「遊

技機」として構成することにより、上記相違点に係る本願発明の構成Ａ及びＥ

のようにすることは、当業者ならば容易になし得たことである。 

 そして、本願発明の奏する効果についても、引用発明及び上記周知技術から

当業者が予測可能な範囲内のものにすぎず、格別顕著なものであるということ

はできない。 

 

第４ むすび  

 以上のとおりであるから、本願発明は、引用発明及び上記周知技術に基づい

て当業者が容易に発明をすることができたものであるから、特許法第２９条第

２項の規定により、特許を受けることができない。  

 したがって、本願は拒絶すべきものである。  

  

 よって、結論のとおり審決する。  

 

  平成３１年１月７日 

 

審判長 特許庁 審判官 安久 司郎 

特許庁 審判官 濱野 隆 

特許庁 審判官 田付 徳雄 

 

 

（行政事件訴訟法第４６条に基づく教示）  

 この審決に対する訴えは、この審決の謄本の送達があった日から３０日（附

加期間がある場合は、その日数を附加します。）以内に、特許庁長官を被告と

して、提起することができます。 
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